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１ 日 時

令和元年１２月６日（金） 午後１時３０分から

午後２時５８分まで

２ 場 所

第６委員会室

３ 出席した委員の氏名

大友栄二、元吉俊博、太田正美、浦野英樹、馬場林、戸高賢史、後藤慎太郎

４ 欠席した委員の氏名
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５ 出席した委員外議員の氏名
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６ 出席した執行部関係者の職・氏名

商工観光労働部長 高濱航、企業局長 岡本天津男 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）経営戦略アクションプランの中間見直しについて、大分県長期総合計画の変更について

及び第２期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略の策定について、大分県新エネルギ

ービジョンの中間見直し案について並びにラグビーワールドカップ２０１９大分開催にお

ける観光客の動向について、執行部から報告を受けた。

（２）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 副主幹 油井勝彦

政策調査課政策法務班 主査 中川悠



商工観光労働企業委員会次第

日時：令和元年１２月６日（金）１３：３０～

場所：第６委員会室

１ 開 会

２ 企業局関係 １３：３０～１４：００

（１）諸般の報告

①経営戦略アクションプランの中間見直しについて

（２）その他

３ 商工観光労働部関係 １４：００～１５：２０

（１）諸般の報告

①大分県長期総合計画の変更について及び第２期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦

略の策定について

②大分県新エネルギービジョンの中間見直し案について

③ラグビーワールドカップ２０１９大分開催における観光客の動向について

（２）その他

４ 協議事項 １５：２０～１５：２５

（１）閉会中の継続調査について

（２）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから商工観光労働企業委大友委員長

員会を開きます。

今回、本委員会に付託された議案等はありま

せんが、執行部からの報告があります。

それでは、これより企業局関係に入ります。

執行部より報告をしたい旨の申出があります

ので、これを許します。①の報告をお願いしま

す。

経営戦略アクションプランの中姫野総務課長

間見直しについて御説明します。

企業局では、長期的な展望に立って持続可能

な経営基盤の確立を目指すための指針として、

平成３０年度から１０年間を計画期間とする大

分県企業局経営戦略と、その実行計画である４

年間の経営戦略アクションプランを策定して、

それに沿って取組を進めています。

このうちアクションプランは、中間年を迎え

たため、改訂素案をまとめましたので御説明し

ます。

お手元に改訂素案をお配りしていますが、説

明はＡ３の概要資料で行います。

初めに、１のプラン改訂についてです。

今回の中間見直しでは、一つは、平成３０年

度から令和元年度の実績を踏まえて、プランの

後半、令和２年度から３年度の取組（計画又は

方針）及び目標指標の見直しを行うこと、二つ

目に、投資・財政計画（４年間収支計画）につ

いて時点修正を行うことにしています。今後、

外部の有識者からなる経営評価委員会への説明

などを経て、来年３月には改訂案をまとめ、再

度皆さんにお諮りした上で公表することとして

います。

次に、２の主な改訂内容について御説明しま

す。電気事業では（１）の発電所リニューアル

の推進です。

現行のプランでは、大野川発電所は平成３２

年度末、別府発電所は平成３６年度末の完成を

目指してリニューアルを進めるとともに、芹川

第一・第二発電所についてはリニューアルに向

けて検討を進めることにしていましたが、改訂

案のとおり見直しを行いたいと考えています。

まず、大野川発電所に関しては、運転開始が

若干遅れる見通しとなっています。旧発電所建

屋の解体にあたり、石綿が使用されていること

が判明し、その撤去作業に３か月を要したこと

によるものです。その結果、運転開始時期が当

初の令和３年４月から、最長で９か月程度遅れ

る見込みです。一方、別府発電所に関しては、

改修方法を見直した結果、市道迂回路の築造及

び発電所建屋の解体・新設が不要となりました。

これにより約１年程度、運転開始時期の前倒し

が可能となりました。令和６年度の運転開始を

目指し取組を進めていきます。さらに芹川第一

・第二発電所についても、リニューアル事業に

着手するよう考えています。

次に、工業用水道事業では（２）の給水ネッ

トワークを用いた隧道点検及び補修です。

現行のプランでは、５か年で全ての隧道点検

を実施することとし、令和２年度には送水隧道

判田・小池原線を点検予定でしたが、ユーザー

企業からの要請があり、令和４年度以降に延期

するものです。

続いて、（３）の主な目標指標の見直しです。

①の環境変化に対応できる組織運営・人材育

成ですが、現行プランでは目標指標を技術職員

の研修受講数としていましたが、大分県企業局

経営評価委員会でいただいた「目標値の定め方

として、研修に何人参加したかではなく、資格

の取得件数を目標値にしないと意味がないので

はないか」という意見を踏まえ変更します。

②のコストダウン・業務改善に向けた取組で

すが、現行プランでは目標指標を業務改善等に

資する取組の提案件数としていましたが、提案

数そのものよりも実現できたかどうかの方がア

ウトカムとしてはふさわしいと考え、指標を実

現に向けて取り組んだ件数に変更します。
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最後に、３の投資・財政計画についてです。

これは、平成３０年度から令和３年度までの

４年間の投資・財政計画について時点修正を行

ったもので、推計の考え方にあるとおり、改訂

後の金額については、平成３０年度は決算額を、

令和元年度及び２年度は当初予算額を計上して

います。令和３年度については、総収益は、電

気事業では発電所をリニューアルして固定価格

買取制度、いわゆるＦＩＴ制度による売電に移

行するものについてはその予定売電単価を適用

し、従来どおりの売電を行うものについては、

電気料金改定見込額で算定しています。工業用

水道事業では本年１０月時点の料金単価・契約

水量に基づき算定しています。

では、下のグラフを御覧ください。初めに、

左側の電気事業です。

アクションプラン策定時においては、大野川

発電所のリニューアルが令和２年度末に完了し、

令和３年４月からＦＩＴ制度による運転を開始

することから収入が大幅に増えるため、令和３

年度は１１億６，２００万円の純利益を見込ん

でいました。しかし、さきほど説明したとおり

発電所の運転再開が現行計画より最長９か月遅

れた場合、収入が約１１億５千万円減る見込み

となり、改訂後の計画では１，５００万円の純

利益と見込んでいます。なお、令和３年度の運

転再開は遅れますが、ＦＩＴ制度による収入は

運転開始時点から２０年間ですので、総額が減

るわけではありません。

次に、右側の工業用水道事業です。

令和２年度においては、給水ネットワークを

活用した送水隧道判田・小池原線の点検に伴い

総費用が増えると見込んでいましたが、さきほ

ど説明したとおり点検が令和４年度以降に延期

となったことから、改訂後では総費用が現行計

画よりも減少し、純利益は１億２，６００万円

を見込んでいます。

以上で説明は終わりました。これ大友委員長

より質疑に入ります。

経営戦略アクションプランの線元吉副委員長

を引いているところはもう終わったということ

か。

終わったというよりも、修正を岡本企業局長

かけたと捉えていただければ。

下に書いてるやつに修正したと元吉副委員長

いうことやな、分かりました。

電気事業の固定資産除却損は今年度太田委員

か、来年度か。

除却損は昨年度、今年度が中心姫野総務課長

で、来年度も多少出ます。これは大野川発電所

の解体に伴うものです。

一気に除却するんじゃなくて、年度太田委員

ごとに少しずつ段階的に除却損を計上するとい

うことですか。

工事の進捗度合いによって、解姫野総務課長

体した部分に係る資産を除却していくという仕

組みです。

この目標指標の見直しの②のコスト浦野委員

ダウン・業務改善に向けた取組のところで、提

案件数のうち実際に取り組んだ件数、どれだけ

取り組んだのかということに改訂することだと

思うんですが、提案の件数は件数で、やはりい

ろんな提案が出てくるというのはいいことだと

は思うので、そこは残してもいいんじゃないか

なと思うんですけれど、その辺りはどうなんで

しょうか。

局内で提案件数自体はしっかり岡本企業局長

把握しています。従来、職員からの提案募集を

してきましたけれども、何度か見直しをする中

で、提案で終わってしまうのはとてももったい

ない話だということで、例えばその提案の募集

時期を予算編成に間に合うように繰り上げたり

という工夫をしてきました。ですので、外向け

に見やすい目標指標は何かでいくと、目指すの

はコストダウン等に取り組むことなので、提案

件数も把握しつつ、その提案の中で実際にコス

トダウンにつながった、業務改善につながった

ことをお示しする方が分かりやすいという趣旨

で、今回変更したいと考えています。

やっぱり提案が出やすい環境の方が、浦野委員

その中から実現に向けて動かせる提案も増えて

くるかと思います。考え方は分かりました。

今言った目標値がより実質的なもの戸高委員

になったのは、我々から見ても非常に分かりや
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すいと思うんですけれども、例えば、目標値が

なくなったところがあります。例えば工業用水

の新規顧客開拓の新規及び増量申込件数が毎年

１件となっていたんですが、目標値はなくなっ

ている。これはどういうことか。

これまでの経営努力によって、姫野総務課長

工業用水の給水能力５６万４千トンのうち、今

残ってる枠は１万トンぐらいしかありません。

それで、毎年１件ずつ増やしていくと、ちょっ

と大きな企業が来たときに枠がないということ

にもなりかねません。水を使いたい企業があっ

た場合に、相談等に丁寧に対応していくのはこ

ちらとしても変わらないんですが、目標件数を

あげておくと、例えばこちらからセールスに行

くような、そういうイメージで捉えられてもど

うかと思っています。

実際、企業進出については、商工観光労働部

とか東京事務所等とは十分に意見交換はしてい

ますので、いつ企業が来ても大丈夫なように、

対応だけはしておくつもりです。

分かりました。戸高委員

そのほかありませんか。大友委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑等もないので、これで大友委員長

諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも大友委員長

ちまして、企業局関係の審査を終わります。

執行部は御苦労さまでした。

［企業局退室、商工観光労働部入室］

これより商工観光労働部関係に入大友委員長

ります。

執行部より報告したい旨の申出がありますの

で、これを許します。まず、①の報告をお願い

します。

皆様におかれましては、高濱商工観光労働部長

商工観光労働行政をはじめ県政の諸課題に対し、

御指導、御鞭撻ありがとうございます。

本日は、諸般の報告３項目について御説明し

ますので、よろしくお願いします。

大分県長期総合計画の変更について及び第２

期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略の策

定について、まず大分県長期総合計画の変更に

ついて説明します。

資料１大分県長期総合計画「安心・活力・発

展プラン２０１５」（たたき台）を御覧くださ

い。

さきの第３回定例会においては、大分県行政

に係る基本的な計画の議決等に関する条例第４

条に基づく立案段階での報告として、見直しの

概要を御説明しましたが、今回は、これまでの

中間見直し委員会における議論等を踏まえ作成

したたたき台により、主な見直しの内容につい

て御説明します。

まず、１ページをお開きください。

１計画改訂の趣旨ですが、現行の長期総合計

画である「安心・活力・発展プラン２０１５」

は本年度、中間年を迎えています。

これまで、計画を着実に実行し、安心・活力

・発展の大分県づくりを進め、各分野の実績も

上がってきました。一方で、本県を取り巻く環

境は、少子高齢化・人口減少やグローバル化の

加速により、従来の常識をはるかに超えた速度

で変化しています。

また、国・地方にとって地方創生が大きな課

題となっています。これらの急速な時代の変化

や地方創生という地域間競争に対応するため、

現行計画の見直しを行うこととしています。

２計画の性格・役割、３計画の期間は現行ど

おりとしています。

次に、４計画の構成については、基本構想編

と基本計画編の２部構成とし、基本構想編では、

変化する社会情勢等を示した時代の要請と基本

目標、基本計画編では政策・施策体系を示すこ

ととしています。

３ページをお開きください。時代の要請とし

ては、大きく三つの項目を示しています。

まず（１）大分県版地方創生の加速前進では、

人を大事にし、人を育てる、仕事をつくり、仕

事を呼ぶ、基盤を整え、地域を活性化するとい

う三つの取組の方向性を示しています。
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５ページをお開きください。

（２）先端技術への挑戦では、先端技術を活

用した地域課題の解決や、先端技術産業の創出

について、（３）強靱な県土づくりでは、抜本

的な治山･治水対策や南海トラフ地震・津波へ

の対応について、それぞれ方向性を示していま

す。

６ページをお開きください。（４）時代の要

請の最後には、人口ビジョンを示す予定として

います。

年末に閣議決定予定である国の方向性を踏ま

え、新たな将来展望を示したいと考えています。

７ページを御覧ください。基本目標ですが、

こちらは現行計画を踏襲しています。

９ページをお開きください。これらの基本構

想を踏まえ、新計画で考えている新たな分野別

政策です。

安心の分野では、三つの日本一の実現や、強

靱な県土づくり、移住・定住の促進といった政

策を掲げています。活力の分野では、農林水産

業、商工業、観光産業の振興、女性の活躍など

に向けた政策を掲げています。発展の分野では、

教育、芸術文化、スポーツ、交通などの政策を

掲げています。

各分野の主な内容については、各常任委員会

で説明していますが、当部関係の主な内容につ

いては、後ほど担当課長から説明します。

以上が、大分県長期総合計画の変更に係る説

明となります。

続いて、第２期まち・ひと・しごと創生大分

県総合戦略の策定について説明します。

議案書８０ページ及び別途配付している別冊

を御覧ください。

まず、別冊の１ページを御覧ください。

１戦略策定の理由ですが、現行のまち・ひと

・しごと創生大分県総合戦略は、平成２７年１

０月に策定され、その期限を今年度末としてい

ましたが、その後の少子高齢化・人口減少など

の状況を踏まえ、新たな戦略（計画期間５年）

を策定するものです。

２戦略策定の基本的考え方ですが、本戦略は、

長期総合計画の中から、まち・ひと・しごと創

生に関連する施策を、集中的・重点的に推進す

るための計画として策定し、市町村とも連携を

図ることとしています。

次に、戦略の期間、戦略の構成等の説明にな

りますが、２ページをお開きください。

まず、資料上段に記載している戦略の前提と

なる大分県人口ビジョンについてですが、現段

階で推計したところでは、今世紀末における本

県の人口は４５．８万人という状況です。

このため、引き続き人口減少に歯止めをかけ、

今世紀末には何とか９０万人から１００万人程

度の人口を維持すべく、自然増・社会増対策に

取り組むこととしています。

資料下段を御覧ください。総合戦略における

基本目標と基本的方向を記載しています。

基本目標については、さきほど長期総合計画

の変更において御説明したとおり、①人、②仕

事、③地域という三つを掲げ、その下段に記載

の基本的方向に基づき取組を進めていきます。

総合戦略のたたき台については、お手元に資

料２としてお配りしていますが、その内容は、

長期総合計画を総合戦略の基本目標に沿って整

理したものであり、主な取組内容等については、

後ほど長期総合計画を用いて御説明します。

資料３を御覧ください。これは、長期総合計

画と総合戦略との関係を示したものです。

大分県版地方創生は、地方に人をつくり人を

育て、仕事をつくり仕事を呼び、人と仕事の好

循環で地域を活性化しようとするものであり、

本県がこれまで取り組んできた安心・活力・発

展の大分県づくりと軌を一にするものであり、

これまでの成果に新たな政策を積み上げながら、

安心・活力・発展の大分県づくりを進めるとと

もに、大分県版地方創生を加速前進させていき

ます。

なお、今後のスケジュールについてですが、

両計画とも、本日の議論を踏まえ、今後、パブ

リックコメントや中間見直し委員会等を経て、

次回の定例会で議案を上程したいと考えていま

す。

私からの説明は以上ですが、当部関係の主な

取組について、引き続き担当課長から説明しま
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す。

続いて、ただいま渡辺商工観光労働企画課長

御説明した計画のうち、商工観光労働部所管の

施策の具体的な内容について、新規・拡充項目

を中心に説明します。

なお、総合戦略の取組は、資料３で示したと

おり、長期総合計画の取組を別軸の基本目標で

整理し直したものであるため、本日の説明は長

期総合計画により御説明します。

資料１大分県長期総合計画「安心・活力・発

展プラン２０１５」（たたき台）７９ページを

お開きください。

活力２活力と変革を創出する産業の振興のう

ち、（１）チャレンジする中小企業と創業の支

援です。

円滑な事業承継、創業や経営革新など、中小

企業・小規模事業者の皆さまに寄り添った伴走

型の支援を引き続き中心とし、先端技術やクリ

エイティブといった新たな視点からの産業活性

化も盛り込んでいます。

目標指標については、事業承継相談対応件数

を新たに追加したほか、既存の経営革新承認件

数、創業支援件数についても、これまでの実績

を踏まえ、令和６年度までの目標値を上方修正

しました。

次のページをお開きください。（２）商業の

活性化とサービス産業の革新です。

人手不足、生産性の相対的な低さなどサービ

ス産業が抱える経営課題の解決に向け、完全キ

ャッシュレスや決済データ・消費者の特性を分

析するＡＩやＩｏＴ等の先端技術の活用など、

先進的な取組を進めるほか、おんせん県おおい

たオンラインショップや海外展開等による県産

品の販路拡大も積極的に行います。

目標指標については、サービス産業の労働生

産性について、実績を踏まえ、令和６年度まで

の目標値を上方修正しました。

次のページをお開きください。（３）先端技

術への挑戦～大分県版第４次産業革命〝ＯＩＴ

Ａ４．０〟の推進～です。

ＩｏＴやＡＩ、ロボット、ドローンなど先端

技術を活用し、地域課題の解決や産業振興に挑

戦していきます。また、それらの技術を使いこ

なせるＩＴ人材の確保・育成にも力を入れ、県

民全てが第４次産業革命の恩恵を受けられる大

分県を目指します。

また、ＡＩ等を活用した行政手続の効率化や

県民サービスの向上に努め、多様化・高度化す

る県民ニーズに対応していくとともに、〝ＯＩ

ＴＡ４．０〟の推進のため、５Ｇなど新たな情

報通信基盤整備の誘導にも取り組んでいきます。

目標指標については、ＩｏＴ等のプロジェク

ト事業化件数について、実績を踏まえ、令和６

年度までの目標値を上方修正しました。

次のページをお開きください。（４）未来に

向けた戦略的・効果的な企業立地の推進です。

これまでの企業誘致による産業集積をいかし

た自動車・半導体といった業種に加え、今後の

進展が期待される先端技術関連企業の誘致や、

離島や中山間地域等の条件不利地域を含めた県

内全域へのＩＴ企業のサテライトオフィス等の

誘致などにより、様々な業種を県内各地へ積極

的に誘致していきます。

目標指標については、企業誘致件数について、

実績を踏まえ、令和６年度までの目標値を上方

修正しました。

次のページをお開きください。（５）多様で

厚みのある産業集積の深化です。

先端技術イノベーションラボ（Ｄｓ－Ｌａｂ

ｏ）を活用した、電磁力・ドローン等の新技術

・新製品開発支援を進めるほか、自動車、半導

体、コンビナート、食品といった本県産業の基

盤となる産業集積にも支援を続けていきます。

一方で、医療・福祉分野や、再生可能エネル

ギーなどの分野についても販路開拓などの支援

により、次代を担う産業の育成を行っていきま

す。

目標指標については、医療関係において県内

企業が開発した医療機器の販路開拓への支援に

取り組むため、製造販売許可事業者数を新たに

加えた医療機器製造業登録事業所・製造販売許

可事業者数としました。

次のページをお開きください。活力３地域が

輝くツーリズムの推進と観光産業の振興のうち
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（１）国内誘客の推進と海外誘客（インバウン

ド）の加速です。

ラグビーワールドカップ２０１９や２０２０

年東京オリンピック・パラリンピックなど国際

的なビッグイベントを絶好の機会と捉え、欧米

・大洋州を新たなマーケットとして開拓します。

また、圏域ごとのニーズに応じた旬の情報発

信などによる国内誘客、国・地域ごとにターゲ

ットを絞り、観光客の消費動向や興味・関心を

分析し欲しい情報を直接届けるデジタルマーケ

ティングを活用した海外誘客などを展開してい

きます。

目標指標については、県内宿泊客数、外国人

宿泊客数共に、昨年度までの実績を踏まえ、令

和６年度までの目標値を上方修正しました。

次のページをお開きください。（２）おんせ

ん県おおいたの地域磨きと観光産業の経営力強

化です。

旅行者の消費動向等の調査・分析に基づく情

報発信や経営戦略の推進やテクノロジーの活用

による、観光産業の経営力強化を推進します。

ラグビーワールドカップ２０１９等のレガシー

継承とスポーツツーリズムの推進や、おんせん

県の観光資源をいかした体験型サービスの充実

など、観光消費の拡大にも力を入れていきます。

また、高校や大学と連携した人材確保、外国

人労働者の円滑な受入れ、高齢者、女性等の活

躍の推進、大学等と連携した高度観光人材の育

成支援など、観光産業を担う人材の確保・育成

にも取り組んでいきます。

目標指標については、観光入込客数、観光消

費額共に、昨年度までの実績を踏まえ、令和６

年度までの目標値を上方修正しました。

９７ページをお開きください。活力６いきい

きと、多様な働き方ができる環境づくり（１）

働き方改革の推進と人材の確保・育成です。

多様な働き方を選択しやすい職場環境づくり

や、働く人が子育て参画などしやすい仕組みづ

くりなど、生産性向上につながるような働き方

改革を推進します。

本県経済の発展を支える若年者については、

企業とのマッチング機会や企業情報の提供、福

岡市中心部に設置する拠点施設を活用したＵＩ

Ｊターンの推進により、県内就職を促進します。

また、女性、障がい者、高齢者など多様な人

材の活躍を促進するための取組に加えて、外国

人労働者の円滑な受入れ、職場定着に向けた取

組などを推進します。

目標指標については、変更ありません。

最後に１３ページをお開きください。安心１

一人ひとりの子どもが健やかに生まれ育つ温か

い社会づくりの推進～子育て満足度日本一の実

現～（１）子育てしやすい環境づくりの推進で

す。

こちらは福祉保健部所管の施策ですが、主な

取組の③安心して子育ても仕事もできる環境づ

くりという項目について、テレワークの推進な

ど商工観光労働部関連の取組も記載しています。

こちらの施策の目標指標に、男性の育児休業

取得率を新たに追加しました。男性の子育て参

画を推進し、子育ても仕事もしやすい環境づく

りに取り組みます。

以上で説明は終わりました。これ大友委員長

より質疑に入ります。

何点かまとめて関連していると元吉副委員長

ころを聞きたいんですけど、たたき台の１４ペ

ージの目標指標の読み方と言うか、順位とあり

ますが、これを説明してもらいたい。

また、令和１２年までに合計特殊出生率を２.

０に持っていくという目標なんですが、今まで

の推移を考えると、これはマスタープランだか

ら仕方ないとは思うんですけど、到底実現でき

そうにないんじゃないかなと思っています。そ

こら辺はどのようにに考えているのか、お聞か

せいただきたいと思います。

それと、たたき台の１６ページ、出会いサポ

ートセンターの成婚数で、平成３０年度の実績

が１組で、令和６年度の目標が９０組というこ

とですが、実際に目標に近付けるためにどんな

施策を打つのか。具体的には、例えば人口減の

カーブをなるべく緩めようとしたときに、子育

ても含めて福岡県や宮崎県に負けないような環

境づくりをして、流入人口を増やすしか私はな

いんではないかなと思っています。大分県内で
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結婚して、出生率を上げてというだけの今のプ

ランで、うまく実現できるのか非常に難しいと

思っているんですけど。

副委員長、ここは商工関係の箇所大友委員長

に関する質疑です。最初のはいいんですけど、

あとは違う部局なので。

そうか、関係ねえか。いや、ト元吉副委員長

ータルで言っていたので。では関係する箇所だ

けで。

まず１４ページ、目標徳野雇用労働政策課長

指標の一番下の男性の育児休業取得率は、当課

が働き方改革の関係で所管していて、平成３０

年の大分県の実績値は６．８％です。目標値は

国の目標以上としています。今、全国は６．２

％で上回っていますが、おおいた働き方改革共

同宣言において令和２年度の目標を１３％以上

としており、それに向けて男性の育児休業取得

率を上げることを目指しています。

その上の「子育て満足度日本一」総合順位、

保育所等待機児童数、放課後児童クラブ待機児

童数に関しては、福祉保健部の所管になってい

ますので、記載はこういった形ですが、当部と

しては福祉保健部と一緒になって、子どもを育

てやすい環境づくりをしながら、特に雇用の面、

女性が子どもを育てながら働きやすい環境づく

りに向けて取り組んでいます。

１４ページ、国がテレワークを推進太田委員

していますけれど、これを勘違いして、例えば

休日にダブルワークをしてもいいんだと考えて

いる人がいるんですね。企業の就業規則ではダ

ブルワークは禁止とうたっているところも結構

あるんですが、そこが改定されて緩められるこ

とにつながっていくのか。国がテレワークを進

めているから、迷惑をかけなかったらダブルワ

ークをしてもいいんじゃないかとの相談も受け

ているんですが、その辺はどうなんですかね。

テレワークの場合、厚徳野雇用労働政策課長

生労働省でいろんなマニュアルを作っています。

テレワークには二つの型があって、一つは、企

業で働きながら、その企業の仕事を家とかでや

るテレワーク、これを雇用型テレワークと言い

ます。もう一つは、子育てをしている主婦など

が、時間が限られていて、できるだけ家に居た

いという趣旨から、例えばウェブライティング

やテープ起こしなどを自宅に居ながらやるテレ

ワーク、要は企業と契約してその仕事だけをや

るやり方で、自営型在宅ワークと言います。今、

県が厚生労働省と一緒に推進しているのはこの

二つで、特に女性が働きやすい環境づくりにと

いう意味で、自営型在宅ワークを推奨していま

す。

国が働き方改革を進めて、残業をな太田委員

るべくさせないようにと言うと、当然、収入が

減り生活が困るんで、空いた時間にアルバイト

ができないかという発想だと思うんですね。特

に小・中・高校生がいるお母さん方は、やっぱ

り出費が多くなる。働き方改革で自分の時間に

は余裕ができるんですけど、収入はそれに応じ

て逆に減ってしまうので、その部分をどこかで

カバーしていかなければいけない現実があり、

そこで勘違いをしている。無職の方がテレワー

クをするのとは違って、既に就業していて、も

う少し収入が欲しいという方にとって、何かそ

の辺のニュアンス、受け取り方が変わっている。

現実に働き方改革をして、残業を少なくしまし

ょうという部分と、子育てなどでお金がいるの

に、残業が減って、その分の収入が減ってしま

う部分とのギャップですね、その辺がなかなか

うまくかみ合ってない。そういう問題が今、少

しずつ起こりつつあるのかなという気はしたん

ですけどね。

その件に関しては、当徳野雇用労働政策課長

部が事務局になって、民間の経営者や労働組合

の方と一緒に働き方改革推進会議をやっていま

すが、その中で、総労働時間の縮減と生産性の

向上が一体となって、今のような、残業が少な

くなって従業員の給与、所得が減った場合には、

それにプラスできるような環境面や条件面をや

るようにということはお話ししています。

労働局でも働き方改革推進センターがあって、

企業を回ってそういう話をしており、現実に働

き方改革を進めている企業の中には、労働時間

が減った部分を従業員の福利厚生に回している、

例えば食事に行ったときの補助をするとか、そ
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ういった条件面を改善した事例も出ています。

我々としては、そういった企業を優良事例とし

て表彰したり、モデル企業として紹介していく

取組を今行っています。

今までの議論と関係するかもしれな後藤委員

いので教えてもらいたいんですが、たたき台の

９７から１００ページ。いきいきと、多様な働

き方ができる環境づくり、それから、女性が輝

く社会づくりの推進についてはこちらでよろし

いんですよね。（「はい」と言う者あり）確か、

県のこども未来課が担当だと思うんですが、福

井県を参考にして作った、時短勤務からの育休

に関する制度があると思うんですよ。ああいう

ものの資料を、ベンチャーや新しく起業された

方、女性が多く働かれているところに積極的に

渡したりするといいんじゃないかなと思いまし

た。女性が職場復帰しやすいとか、そういった

ところで何かできることがあるんじゃないかな

と感じたもんですから。その制度の名前は忘れ

たんだけど、福井県がやっているもので、大分

県が今年１０月から始めた制度。そういうこと

も考えていただくといいんじゃないかと思いま

した。

こども未来課やアイネ徳野雇用労働政策課長

スとも適宜、そういう情報を共有していて、サ

イトでも紹介しています。あとは、しごと子育

てサポート企業を認証して、そういう理解のあ

る企業をどんどん広めていくようにしています

ので、そういった例は紹介していきたいと思い

ます。実は本日も女性を対象とした企業説明会

を開催していて、女性に優しい企業の取組の紹

介も、説明会でやっています。

分かりました。ありがとうございま後藤委員

した。

たたき台の資料の８０ページ、チ大友委員長

ャレンジする中小企業と創業の支援の部分で、

ここに掲げている目標指標で、経営革新承認件

数というのはいいんですけど、事業承継では相

談対応件数、創業では支援件数となっています。

これ以外に創業件数の目標とか、事業承継が実

際にできた件数という目標設定も必要ではない

かと思うんです。もちろん相談対応件数や支援

件数も目標指標として必要だと思うんですけれ

ども、今事業承継が大きな問題になっていて、

実際にその事業承継ができる企業をどんどん作

っていかなければいけないということで、実際

にうまくいった実績も目標としてしっかり置く

べきじゃないかなと思うんですけれど、その辺

について答弁があればお願いします。

今回、事業承継にお稲垣経営創造・金融課長

いては、目標に相談対応件数をあげているんで

すが、今特に力を入れているのが、急に事業承

継をしようと思ってもなかなかできないので、

早期に、計画的にやらないといけないというこ

とで、事業承継診断を年５千件ほど実施してい

ます。今年度は３か年目で、過去２年間を見る

と、ほぼ予定どおり達成しています。そういっ

た事業承継診断が進んでいくと、やっぱり早期

にやらないといけないなと考える企業が増えて

いく。それが今後どうつながるかというと、相

談につながっていくと思うんです。事業承継を

する場合、いろいろな課題があり、その課題を

解決しないと事業承継に至らない。その前段階

で、そういった課題がはっきりしてくるので、

その課題解決のために相談に移っていくという

ことで、今回は相談に光を当てて、相談件数を

目標に定めて、しっかり対応していこうと考え

ています。

実績はなかなか取れな高濱商工観光労働部長

いわけですね。我々が持っている事業引継ぎ支

援センターだけではなくて、金融機関や財務局

にも御協力いただきながら、情報を何とか出し

てもらっているのが実情です。やはり企業にと

って事業承継は、当然ビジネスのところでして、

どこそこの銀行が何億円といった、そこまでの

データはさすがにいただけないけれども、何と

か今、相談までは情報を積極的に出していただ

いている状況です。逆にそこまで踏み込んで得

た情報ではあるんですが、やっぱり事業承継に

至った件数となると、民間の方からもらうのは

なかなか難しく、少し技術的な問題もあり、た

だ、相談までは積極的に出していただいている

ので、そこはしっかり押さえようということで

す。
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事情は分かりました。了解です。大友委員長

ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、②の大友委員長

報告をお願いします。

大分県新エネルギービジ山上新産業振興室長

ョンの中間見直し案について御説明します。

商工観光労働企業委員会資料の１ページをお

開きください。

大分県新エネルギービジョンは、大分県エコ

エネルギー導入促進条例に規定する基本計画で

あり、平成１４年３月に策定し、平成２３年３

月に第１次改定、平成２８年３月に第２次改定

を行っています。現行のビジョンは、令和６年

度が目標導入年度となっており、来年が中間年

となることから、現在、新長計と同様、エネル

ギーを巡る情勢の変化を踏まえ、新たな課題へ

の取組を盛り込むため、中間見直しを進めてい

ます。

中間見直し後のビジョンの方向性として、新

たに付加価値の高い利用の促進、スマートコミ

ュニティ形成の推進、地域との合意形成や安全

確保の徹底、災害時におけるエコエネルギーの

役割及び太陽光発電出力制御の抑制を加え、引

き続き、豊かなエネルギー先進県おおいたの実

現を図ることとしています。

次に資料の２ページを御覧ください。

取組に関しては、新たにエコキュートの昼間

運転等、自家消費型の活用研究、スマートコミ

ュニティ形成の推進、副生水素の活用等、地産

地消の水素社会の形成、本県の特性をいかした

水素サプライチェーンの構築支援及び太陽光発

電のメンテナンス強化、適正処分の体制構築を

行いたいと考えています。

目標については、これまでの進捗や今後の見

通しを考慮し、各項目の修正を行いたいと考え

ています。なお、全体目標のエコエネルギー活

用率は、国の統計方法の見直しにより、中小企

業の部分が計上されなくなったこと等から廃止

しますが、これにより、取組が後退するもので

はありません。

今後については、今月中に素案のパブリック

コメントを実施し、３月には最終決定したいと

考えています。

以上で説明は終わりました。これ大友委員長

より質疑に入ります。

資料の２ページ、５新ビジョンの目浦野委員

標のところで、小水力とガスコージェネレーシ

ョンが当初の計画よりも進んでいないというこ

とで、目標の数値を下げるという理解でよろし

いですか。

新エネルギービジョンは山上新産業振興室長

２８年度に改定していて、今回見直しというこ

とで、ここについては達成が困難として目標の

数値を下げています。

実態に即して目標値を見直すという浦野委員

ことは必要だと思うんですけれど、例えば太陽

光とかは、新設するといろいろ反対が起きたり、

問題やデメリットもあると思うんです。一方で

小水力は、地域にとってデメリットが少ないの

かなと。余り進んでいないけれど、それをもっ

と進めていく対策も必要ではないかと思うんで

すが、その辺りはいかがでしょうか。

まず１点、太陽光につい山上新産業振興室長

ては、委員がおっしゃたとおり、今いろんな問

題がありますし、ＦＩＴの見直しもありますの

で、これからは余り進まないとは思います。た

だ既に認定を受けたものがあって、林地開発許

可等も終えているものがありますので、そうい

った数字を積み上げたり、あるいは家庭の太陽

光の今の流れを見て、ここは、今の計画より数

字が上がっていくというようにしています。

小水力についてはこれまでも推進はしている

んですけれども、水利権等の問題があり、実際

にはなかなかうまく進まない。それから電力系

統の問題などで大きな発電は難しいものですか

ら、やっぱりコストと収入の見合いという部分

もあって、その地域から需要がなかなか多く沸

いてこないということもあるので、ここについ

ては努力はしていきますが、下げさせていただ

きたい。

資料の２ページ、水素ステーション馬場委員

は国の目標値に合わせて７基から３基に修正し

たと書いているけれど、水素ステーションはエ
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ネルギーとしてどのように使われているのか、

また、県内にはあるんですかね。

県内には水素ステーショ山上新産業振興室長

ンが１か所あって、トヨタのＭＩＲＡＩやホン

ダのクラリティといった燃料電池自動車、計１

２台ありますが、その車に水素を注入する。そ

の用途だけに使われています。

その車は、今からかなり普及してく馬場委員

る状況にあるんですか。

国の計画では、４万台の山上新産業振興室長

予定があって、大分県としても全国の１００分

の１として考えると、その程度の数字になるん

ですが、水素ステーションが１か所しかなく、

また、この水素ステーションは移動式ですが２

億４千万円かかり、固定式になると５億円かか

る。その上に通常のメンテナンス費用が年間で

１千万円かかると。そういったいろんな問題が

あって、今、国の補助金等でやっていますけれ

ども、進みにくいと。

また、ＭＩＲＡＩの車自体も７００万円ぐら

いして、補助金を入れても購入するのに５００

万円ぐらいかかり、そういったことで水素ステ

ーションを造るだけではなかなか普及しにくい

のが実情です。

県で買わないんですか、１台でも宣馬場委員

伝になるし。

我々、推進する方として山上新産業振興室長

は買いたいのはやまやまなんですけど、どうし

ても値段の関係、それから水素ステーションが

１か所しかない関係上、やはり効率的には難し

い部分があります。

これからのエコエネルギーとして、太田委員

太陽光発電は今、少し頭打ちになってきている

と思うのか。一方で、大規模開発で山林などを

結構買い占めて、景観に全く配慮しない施設も

ちょくちょく見受けられるんですが、その辺の

兼ね合いについて、国や県は、今後何十年かに

わたってどういう方向性でこれを捉えているか

をお聞きしたいんですけど。

今、国は見直しを行って山上新産業振興室長

います。家庭の方は基本的に見直しの対象にな

っていませんが、大規模事業の方は見直しをし

ていて、固定価格買取制度の対象にするかどう

かという議論をしています。と言うのが、もと

もと１０年前は買取価格が４８円だったんです

けど、今は大規模事業の方は１４円ということ

で、実際には昼間の電力量については、例えば

我々は、標準的な家庭であれば九電から１キロ

ワット当たり２０数円で買っていますので、も

うどっちかと言うとその２０数円よりも安く発

電することができますから、ＦＩＴ制度にのせ

る必要がないということです。今後、家庭は今

までどおりの可能性が高い。ただ、大規模事業

についてはＦＩＴ制度がなくなる可能性もある

という議論を国では進めています。

なくなるかもしれないというのは金太田委員

額で合わないから、鈍化していくという捉え方

なんですか。

金額で合わないというわ山上新産業振興室長

けではなくて、大規模事業者については、ＦＩ

Ｔ制度で固定買取りをしなくて通常の販売をし

ても、太陽光パネルの金額が安くなってきてい

ますので、ＦＩＴ制度がなくてもコストに見合

うということです。今、ＦＩＴ制度は１キロワ

ット当たり２．９円ぐらい上乗せした価格を電

気料金として国民が負担しているんですけれど、

この上乗せをする必要がなくなるので、ＦＩＴ

制度には乗せないでいいという判断になるかも

しれません。

そうすると、まだまだそういう大規太田委員

模の開発はこれからも進む可能性はあるという

ことですかね。

ただ、さっき言いました山上新産業振興室長

ように、前のように大きくもうかることは多分

なくなりますし、このビジョンにも入れますが、

地域との共生ということで、昨年度、県の環境

アセスの関係で２０ヘクタール以上の太陽光発

電所の建設もアセスの対象になりましたし、国

のガイドラインでも地元の合意がないと認定を

しないことにもなっていますので、今後、どん

どん認定事例が増えるということは考えにくい

と思います。

太陽光が大型化してきてるんで元吉副委員長

すけど、時期が来て、廃棄をしなくちゃいかん
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というときに、産廃処理の関係で物すごく大き

な問題が起こってくるんじゃないかなと、少し

危惧しているんです。今の段階で産廃処理費が、

もし廃棄する場合にどのくらいかかるかという

のが、分かれば教えていただきたいと思います。

今、県でも３Ｒ、リデュ山上新産業振興室長

ース、リユース、リサイクルということで、そ

ういった事業を進めています。いろんな啓発セ

ミナーなどをやっていて、きちんとメンテナン

スをしてください、きちんと処理してください

と言っています。

太陽光発電は、初期に入れた組が大体２０年

くらいたち、耐用年数が３０年くらいというこ

とで、今は業者が中古品を集めてそれを点検し

て、再度それをまた使おうという動きは県内で

もあるんですが、産廃処理の段階にはまだきて

いません。

九州各県の新しいエネルギーの役割戸高委員

担当を決めた協議会、話合いの場がありますね。

例えば福岡県だったら水素とか、長崎県だった

ら風力とか、すみ分けをして各県がこれについ

て専門的に取り組もうということで、協議会で

今までやってきていると思うんです。これと、

この新エネルギービジョンの関係があるのか。

ビジョンにこの協議会の考えは入っているのか。

九州地域戦略会議の中に、山上新産業振興室長

自然エネルギーの協議会があって、そのうちの

地熱・温泉熱部会を当県が持っています。福岡

県が水素、長崎県が海洋、風力、それぞれ地域

の特徴に合わせて、幹事をしているわけです。

この新エネルギービジョンにはその特徴は当然

いかされているんですけれど、全部それがリン

クしているというわけではありません。当然う

ちがここで取り組んで、地熱・温泉熱の出力を

増やすことが件数を増やすということにもつな

がるんですが、そういったものを地熱・温泉熱

部会の方ではＫＰＩ、目標として定めていると

いうつながりはあります。

太陽光パネルのリサイクルの件で、太田委員

パネルには国産と外国のものがあって、中国産

とかになると、結構カドミウムみたいなものも

使っていて、ちょっと危険なんだということを

聞いたことがあるんです。その辺を把握してい

るか教えてください。

大変申し訳ありません。山上新産業振興室長

そこについての知見は、私ども今のところあり

ません。

太陽光のパネルをリサイクルで受入戸高委員

れするところを検討されていると思うんですが、

そういったところとの締結とかが必要になるん

ですか。それとも、事業者単独で北九州なら北

九州のリサイクル業者へという形になるんです

か。

通常のエアコンやパソコ山上新産業振興室長

ンなど、リサイクル法によって定められたもの

については、一定の金額を納めながらやるとい

うことですけど、太陽光については、まだ確固

たるものができていませんので、通常の埋立て

とか、そういった形になるのではないかと思い

ます。

要するに廃棄。戸高委員

はい、廃棄です。燃えな山上新産業振興室長

いので、多分。

資料の１ページ、災害時におけるエ馬場委員

コエネルギーの役割のところで、台風第１５号

による暴風で、千葉県では長時間にわたり停電

になり、復旧がなかなかできなかったというと

ころがあったんですけれども、そのときに電柱

がかなり倒れて、そのために復旧が遅れたとい

うこともあったと思うんです。こことは直接関

係ないかも分かりませんけれど、電線の地中化

とかいうのは、この新エネルギービジョンの中

には含まれないんですか。

九州電力の取組になります田北工業振興課長

が、九州は災害が多く、災害時の対応は予備的

な部分、訓練や、その後の対応等も含めてしっ

かりやっています。電柱の地中化については、

都市部ではある程度進んでいますが、どうして

も地方になるとコストがかかるので、そこは九

州電力としても積極的に進めるのはなかなか厳

しいかなと思っています。災害への対応として

は、一つのエリアで電線が切れた場合は、よそ

からそこにというループ的な取組もやっていま

す。できるだけ長時間にわたる停電が起きない
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ように九州電力としても対応をしっかりやって

いるという状況です。

電柱は、どのくらいの風速までは倒馬場委員

れないといった基準が多分あると思うんですけ

れども、その想定を超える大型の台風がこれか

ら来る可能性がかなりあると思うので、そうい

う意味では電柱の地中化を推進をした方がいい

んではないかなと思って、ちょっと質問させて

もらいました。

１点だけ、さきほどの高濱商工観光労働部長

太陽光のお話ですが、山上室長がお答えしたと

おり、今、国もやはりそこを大きな問題だと認

識しています。例えばコストの問題も、本当は

今のＦＩＴの制度の中に太陽光パネルを廃棄す

る際に必要となるコストを見込んだ形で買取価

格を上乗せしてはいるんですが、太陽光発電事

業者は廃棄費用を残すことを認識せずに、入っ

た金額を利益として普通に使っているという話

もあるので、ここは実際、法律上、義務として

やるようなことも考えていて、多分、廃棄のこ

とも含めて考えるといった取組は、正に今、動

いているところですので、そこをしっかり踏ま

えて進めていきたいと思っています。

それと災害の問題は、今回の千葉の災害対応

の件を踏まえてどうするかというのも、これも

また議論されているところです。そこもよく見

ながら検討していきたいと思っています。

ほかにありませんか。大友委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、③の大友委員長

報告をお願いします。

資料の３ページをお開工藤観光誘致促進室長

きください。

ラグビーワールドカップ２０１９大分開催に

おける観光客の動向について御説明します。

県内で５試合が行われた１０月は、国内外か

ら大変多くの観戦客に来県いただきました。

まず、令和元年１０月の県観光統計調査の表

を御覧ください。県内の宿泊者数は、前年同月

比２.３％増の伸びとなりました。特に、一番

右の欧米豪ほかの欄を見ると、１０月は前年同

月の１１．６倍に上り、観光庁の宿泊旅行統計

による昨年１年間の欧米・大洋州からの県内宿

泊数２万７，７２０人を単月で大幅に上回る結

果となりました。

また、その下の表の農泊についても、期間中

には多くの欧米・大洋州の方に利用していただ

き、計１８９人泊の利用をいただき、今後の宿

泊客の伸びが期待できる状況となっています。

このように、今回多くの欧米・大洋州の方々

をお迎えしたことは、観光・宿泊施設や飲食店

にとって貴重な経験となり、「インバウンドの

おもてなしに自信がついた」といった声を多く

伺っています。また、先行開催地も参考としな

がらの事前準備に加え、試合が重なるにつれて、

各店舗で工夫を凝らした集客を図っていただき

ました。

また、今回来訪された欧米・大洋州の方々は、

自然体験や伝統文化に興味を持ち、海地獄や海

浜砂湯のほか、由布岳登山、タデ原湿原や臼杵

石仏など県内各地にも足を伸ばしていました。

今回のワールドカップを通じて、大きく向上

した本県の知名度や、地元に芽生えたインバウ

ンド対応への経験を背景に、本県で試合を行っ

た各国を中心としたプロモーションを早速、積

極展開し、欧米・大洋州のインバウンドの傾向

に沿った、大分ならではの観光素材を改めて磨

き上げ、インバウンドの多角化を重点的に推進

していきます。

以上で説明は終わりました。これ大友委員長

より質疑に入ります。

非常にいい成果が出てきている元吉副委員長

んですけれど、特に農泊辺りは、言葉の問題を

どうやって皆さんはクリアしてきたんかなとい

うのが分かれば教えてもらいたい。

農泊も受入れ準備の一工藤観光誘致促進室長

環で、昨年来、県も市町村と一緒になって円滑

に進めたいということでやってきました。副委

員長がおっしゃった言葉の問題ですが、今、自

動翻訳機、ポケトークがかなり普及していて、

そういった物が値段が安くてかなり増えていま

す。県から事前に各地域ごとにポケトークを貸

与しています。個別のお客さんを地域でお迎え

する際には、自動翻訳機を使って言葉のやり取
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りをしていて、ほとんど支障がなかったと伺っ

ています。県からの貸与もあるんですけれども、

それぞれ農泊の御家庭が各自で購入していて、

使い慣れているようです。

そこら辺が聞きたかったんです。元吉副委員長

やっぱり皆さんがそこを周知すれば、外国人と

話すのに全然怖くないから。ポケトークとかは

だいぶ浸透してきているんですね。分かりまし

た。

泊数はこれで分かるんですが、一人太田委員

のお客さんが何連泊したか、同じ地域には多分

２泊か３泊ぐらいなんでしょうけれど、全体を

通じて、最初の予選から決勝までといったお客

さんもいたと聞くんですけど、九州の中でどの

程度泊まられていたのか分かれば教えてくださ

い。

あと一つ、気になるのが消費単価。どのくら

いの単価で泊まってくれたのかという追跡調査

のようなものをぜひ行っていただきたいなと思

います。

それと来年の東京オリンピック・パラリンピ

ックは、種目が多すぎてばらけるんで、今回み

たいな期待は難しいのかなと思ってるんですが、

やはり外に向けての情報発信を大分県がどうや

っていくかということが、また一つの鍵になる

かなと思うんですけど、その辺も含めて何か取

組が、欧州というよりも世界を通じてありまし

たらお聞かせ願いたい。

今回、ほとんどの外国工藤観光誘致促進室長

の方は連泊をされたと把握しています。欧米の

方は、国内での滞在中は予選から決勝まで、ず

っとチームを追いかけるという方が非常に多く

て、結果として１０連泊を超える方々もかなり

いました。国全体でまた統計が出ると思います

が、恐らく二桁以上の滞在日数が多かったので

はないかと予想しています。そのうちのかなり

の期間を大分で滞在していただきたいというこ

とで、こちらも仕掛けをしましたが、やはりど

うしてもチームについて動いていく関係上、チ

ームが大体３日、４日間滞在すれば同じ期間泊

まるというお客さんが多かったという状況で、

その辺、またちょっと数字の精査をしたいと思

っています。

それから、消費単価は国内全体で見ると、連

泊されるにつれて、消費単価は当然上がってい

きます。今までの大会前の統計では、欧米の方

は滞在中に平均２４、５万円を使い、韓国辺り

の５、６倍の消費単価を落としていただくとい

った数字もあったので、恐らくそれに近い数字

が出るんじゃないかと思います。それにも注視

していきたいと思っています。

それから、来年のオリ・パラについては、委

員がおっしゃったように、今回のワールドカッ

プとは少し様相が違うのかなと思っています。

来年に向けては、基本的には東京都、あるいは

オリンピックの組織委員会等といかに連携をし

て、東京に足を運んだ方を九州へ、大分へとい

う、その動きをいかに作っていくかということ

で、今準備中ですので、また新年度でしっかり

対応できる予算を作っていきたいと考えていま

す。

あと一点、最近、中高年の方も含め太田委員

て外国人のお客さんの多くが登山を好まれてい

るようです。ただ、由布岳などは気軽に登れる

んですけど、意外と危険がいっぱいあります。

それなのに軽装で登ってしまう。

また頂上まで行くと大体４時間から５時間か

かり、そうすると午前中に登らないと明るいう

ちに下りてこられないんですが、それが分から

なくて、午後から登って、途中で暗くなり道が

分からなくなってしまい、何度か防災ヘリに救

助を要請したことがあったと聞いています。簡

単に防災ヘリを呼ぶんですけれど、ああいう山

は気象状況が非常に厳しくて、救助に行っても

日没になれば引き返してしまう。それで、外国

の方に対して、そういったインフォメーション

が必要かなと思います。

またトイレなんかもすごくトラブルが続いて

いますので、何か日本の文化も含めて啓発して

いただくと、もっと外国人を受け入れやすくな

るのかなと思います。よろしくお願いします。

ほかに何かありませんか。大友委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようですので、これで大友委員長
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商工観光労働部関係を終わります。

執行部の皆さまはお疲れさまでした。

〔商工観光労働部退室〕

それでは、内部協議に入ります。大友委員長

まず、閉会中の所管事務調査の件についてお

諮りします。

お手元に配布のとおり、各事項について閉会

中、継続調査をしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、所定の手続を大友委員長

取ることにします。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも大友委員長

ちまして委員会を終わります。

お疲れさまでした。


